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会長 中嶋 康博 殿

諮 問

3 0 消安第 38 2 7 号

平成 30 年 1 1月5 日

農林水産大臣 吉川 貴盛

食料・農業・農村基本法（平成11年法律第 106号）第40条第 1 項及び第 3 項の規定

に基づき、 下記の事項について貴審議会の意見を求める。

記

1 口蹄疫・牛疫・牛肺疫に関する特定家畜伝染病防疫指針を変更することにつ
いて

2 高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜

伝染病防疫指針を変更することについて

3 米国における口蹄疫発生時にゾー ニングを適用することについて
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